
ケ ア ハ ウ ス   ハ ー モ ニ ー ほ ん ご う  

月 々 の お 支 払 い い た だ く 金 額 

① 事務費   ② 生活費   ③ 管理費 ④水道料 ⑤給湯器料 の合計金額になります。 

 前年の年間収入 ① 事 務 費 
② 生 活 費 

（食事、共益費） 

③ 管 理 費 

（家賃） 
④水道料 ⑤給湯器 月額合計 

1 1,500,000 円以下 １０，０００ 

４４，５１３ ２３，３００ １，３００ ３００ 

７９，４１３円 

2 1,500,001～1,600,000円 １３，０００ ８２，４１３円 

3 1,600,001～1,700,000円 １６，０００ ８５，４１３円 

4 1,700,001～1,800,000円 １９，０００ ８８，４１３円 

5 1,800,001～1,900,000円 ２２，０００ ９１，４１３円 

6 1,900,001～2,000,000円 ２５，０００ ９４，４１３円 

7 2,000,001～2,100,000円 ３０，０００ ９９，４１３円 

8 2,100,001～2,200,000円 ３５，０００ １０４，４１３円 

9 2,200,001～2,300,000円 ４０，０００ １０９，４１３円 

10 2,300,001～2,400,000円 ４５，０００ １１４，４１３円 

11 2,400,001～2,500,000円 ５０，０００ １１９，４１３円 

12 2,500,001～2,600,000円 ５７，０００ １２６，４１３円 

13 2,600,001～2,700,000円 ６４，０００ １３３，４１３円 

14 2,700,001 以上 ６８，２６２ １３７，６７５円 

上記金額は国の基準により定めてありますが、基準が改定した場合多少変更することがあります。 
 
注）事務費は対象収入額に応じて、負担額が変わります。「対象収入」とは、前年の収入から租 
    税、社会保険料、医療費などを控除した額をいいます。 
 
＜お二人で入居の場合＞ お二人の収入及び必要経費を合算し、その合計額の２分の１をそれ

ぞれ個々の対象収入とします。また、その額が１５０万円以下の場合は、
それぞれの事務徴収額を３０％減額いたします。 

＜入退去時の管理費について＞ 
月の途中での入居及び退去に伴う管理費については下記のとおりとします。 

管理費２３，３００×ご利用日数÷入退去のその月の日数（小数点以下切り捨て） 
 
〔その他の利用料〕 

①入 居 一 時 金 ５００，０００円（退去時に入居期間分を精算してお返しいたします。） 
    ５０万円をお支払いになった場合の精算方法 
          
 
 
 

②居室内で使用した、電気料、電話代は自己負担です。 
③冬季加算料金として １１月～３月までの５ヶ月間は、共有部分の暖房費として、１ヶ月
４，８８１円が加算されます。 

 
                   

２４０ヶ月（２０年間）－お住みになった期間（月単位） 

２４０ヶ月（２０年間） 
×５０万円＝お返しする金額 


